
  

 

令和６年１２月議会 

 

教育文化委員会資料 

（都市ブランド創造局） 

 

 

１ 一般議案 

議案第１７８号～議案第１９０号 

「指定管理者の指定について（北九州芸術劇場等）」    ・・・２ 

 

 

２ 補正予算議案 

議案第２０５号 

「令和６年度北九州市一般会計補正予算について」（所管分）・・・４ 
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１ 一般議案 

 

【議案第１７８号～第１９０号】 

  「指定管理者の指定について（北九州芸術劇場等）」 

＜令和６年１２月北九州市議会定例会議案：２９８～３０２ページ参照＞ 

 

 

（１） 議案提出理由 

北九州芸術劇場等について、指定管理者の指定にあたり、地方自治法 

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経るもの。 

 

 

（２） 指定管理者に管理を行わせる施設 

別表のとおり 

 

（３） 指定管理者に指定するもの 

別表のとおり 

 

（４） 指定する期間 

      別表のとおり 

 

 

 

 参考 地方自治法（抜粋） 

第２４４条の２（公の施設の設置、管理及び廃止） 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか 

じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案
番号

施設名 指定管理者候補
条件付
公募

178
北九州芸術劇場
北九州市立響ホール

公益財団法人
北九州市芸術文化振興財団

３年
令和7年4月1日から

令和10年3月31日まで
○

179
北九州市立門司市民会館
北九州市立若松市民会館

共同企業体グループＡ２Ｋ

180 北九州市立大手町練習場
公益財団法人
北九州市芸術文化振興財団

181
北九州市立旧百三十銀行ギャ
ラリー

株式会社ＣＯＬＴ

182

小倉駅新幹線口コンベンショ
ン施設
（北九州国際展示場、北九州
国際会議場）

公益財団法人
北九州観光コンベンション協
会

３年
令和7年4月1日から

令和10年3月31日まで
○

183
西部地域スポーツ施設
（北九州市総合体育館等24
スポーツ施設）

公益財団法人
北九州市スポーツ協会

184
東部地域スポーツ施設
（北九州市立門司体育館等
26スポーツ施設）

北九州スポーツネットワーク
共同事業体

185

桃園公園・城山地区スポーツ
施設
（北九州市立桃園市民プール
等10スポーツ施設、桃園公
園、桃園公園駐車施設）

スピナ・シンコースポーツ共同
事業体

186
北九州市立浅生スポーツセン
ター

戸畑スポーツ文化グランドデ
ザイン

187
新門司地区スポーツ施設
（北九州市立新門司球技場等
3施設）

非営利活動法人
北九州フットボールクラブ

188

文化記念・曽根臨海公園内ス
ポーツ施設
（文化記念プール等3スポー
ツ施設）

総合緑地建設株式会社

189
北九州市民球場
三萩野球場

北九州野球株式会社

190

本城・的場池公園内スポーツ
施設
（本城陸上競技場等6スポー
ツ施設）

株式会社スピナ

５年
令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

指定管理者候補の選定結果について《都市ブランド創造局所管》

指定期間

５年
令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
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１ 議案要旨〈補正予算議案〉 

 

 

【議案第２０５号】 

「令和６年度北九州市一般会計補正予算について」（所管分） 

〈令和６年度北九州市補正予算に関する説明書：１３、24、30、51、54、５５ページ参照〉 

補正予算について、下記のとおり提案するもの（補正予算額：７，６５７千円）。 

 

 

 

（１） 補正予算 

（単位：千円） 

款項目 
事業内容 事業費 

補正予算 

説明書 頁  事業名 

２款３項６目 美術館費 

 
〇次世代に向けた 

アートプログラム事業 

人事委員会の勧告等に基づき、

会計年度任用職員にかかる報酬等

を補正するもの（２名分）。 

1,048 Ｐ１３ 

４款２項４目 青少年費 

 〇科学館普及事業 

人事委員会の勧告等に基づき、

会計年度任用職員にかかる報酬等

を補正するもの（５名分）。 

2,009 Ｐ２４ 

８款２項１目 商工業振興費 

 
〇北九州国際展示場 

施設整備事業 

アジア太平洋インポートマート（ＡＩ

Ｍ）ビル 2 階ガレリアの雨漏りの原

因特定及びく体部分等の浸水・劣化

状況調査を行うもの。 

4,600 Ｐ３０ 
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（２） 繰越明許費 

（単位：千円） 

款項目 
繰越理由 

翌年度 

繰越額 

補正予算 

説明書 頁  事業名 

２款３項５目 スポーツ振興費 

 
〇スポーツ施設 

維持改修事業 

 適正な事業期間を確保できない 

ため。 

30,000 

（地方債 

20,000) 

Ｐ５１ 

８款３項１目 観光費 

 
〇歴史的建造物 

耐震改修事業 

 関係者との調整等に日時を要した

ため。 

33,913 

（国補助 

11,304 

地方債 

22,300) 

Ｐ５１ 

 

 

 

（３） 債務負担行為 

【追加】 

（単位：千円） 

事業名 事業内容 限度額 
補正予算 

説明書 頁 

〇若松市民会館改修事業 

【令和７年度】 

若松市民会館の空調設備の改

修に要する経費。 

70,000 

(地方債 

63,000) 

Ｐ５４ 

〇埋蔵文化財センター 

移転事業 

【令和７年度】 

埋蔵文化財センターの整備に要

する経費。 

214,500 

(地方債 

192,900) 

Ｐ５４ 
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【変更】 

（単位：千円） 

事業名 事業内容 及び 変更理由 限度額 
補正予算 

説明書 頁 

変

更

前 

〇門司港地域複合 

公共施設整備事業 

（市民会館） 

【令和７年度 

～令和９年度】 

【事業内容】 

門司港地域複合公共施設新築

工事にかかる経費。 

 

【変更理由】 

令和９年度中の完成に向け、令

和６年度中に杭工事の契約を行

い、令和７年度当初より先行して

杭工事に着手するため。 

2,800,200 

（国補助 

876,693 

地方債 

1,574,100) 

Ｐ５５ 

変

更

後 

〇門司港地域複合 

公共施設整備事業 

（市民会館） 

【令和７年度】 

82,500 

（国補助 

 41,250 

地方債 

37,100) 
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